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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                       委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月３日 １１時０３分ごろ 

発生場所 兵庫県東播磨
ひがしはりま

港南西方沖の錨地 

加古川
か こ が わ

市所在の東播磨港別府
べ ふ

西防波堤灯台から真方位２４５°１.

７８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°４１.１′ 東経１３４°４７.９′） 

事故調査の経過  平成２５年７月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 VIGOR
ビ ガ ー

 S
エス

W
ダブリュー

（パナマ共和国籍）、２０,２３６トン 

   ９３８３５０８（ＩＭＯ番号）、VIGOR PESCADORES S.A.  

   PANAMA 

   １７７.１３ｍ×２８.４０ｍ×１４.２５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６,６２０kＷ、２００９年２月２日 

Ｂ 引船 第八大
だい

千
せん

丸、１９トン 

   ２６０－４６０２０香川、有限会社大野海運 

   １６.５５ｍ×５.００ｍ×１.９６ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２０年８月 

Ｃ はしけ 大８１８、約５３４トン 

   なし、有限会社大野海運  

   ４２.００ｍ×９.２０ｍ×４.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成２３年 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長（中華人民共和国籍） 男性 ３７歳 

締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

      交付年月日 ２０１１年１月１３日 

          （２０１４年３月１８日まで有効） 

  航海士Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ２７歳 

   締約国資格受有者承認証 三等航海士（パナマ共和国発給）      

交付年月日 ２０１２年１２月１０日 

           （２０１６年１２月３１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 
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    免許登録日 昭和５９年１０月３０日 

    免許証交付日 平成２１年５月２５日 

           （平成２６年１０月２９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷後部外板に破口を伴う凹損及び擦過傷 

Ｂ 船首部フェアリーダ、右舷ハンドレール及びマストの信号ヤード

に曲損 

Ｃ 船首部フックに曲損、船首部舷縁に凹損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａほか１９人が乗り組み、バース待ちのた

め、東播磨港南西方沖の錨地に投錨していた。 

 航海士Ａは、甲板員１人と共に停泊当直に就き、３Ｍレンジとした

１号レーダーを作動させ、約３０分ごとに船位を確認したり、国際Ｖ

ＨＦ無線電話の通話を聞いたりしていたが、甲板員が船内各所の巡回

に当たっており、１人で在橋していたところ、平成２５年７月３日１

１時０３分ごろ「ドン」という大きな音を聞き、コークス約５０５ｔ

を積載したＣ船をえい
．．

航した引き船列（以下「Ｂ船引き船列」とい

う。）がＡ船の右舷船尾部に衝突したことを知った。 

 船長Ａは、自室において、衝撃音で異常に気付き、急いで昇橋し、

事後の対応に当たるとともに、海上保安部に通報した。 

 Ｂ船引き船列は、Ｂ船に船長Ｂが１人で乗り組み、Ｃ船に作業員１

人を乗せ、１０時３０分ごろ、兵庫県姫路市上島
かみしま

北方沖において、約

１３５°（真方位、以下同じ。）の針路、約４.５ノットの対地速力で

航行していた。 

 船長Ｂは、舵輪後方の物置台を流用した椅子に軽く腰を掛け、立っ

て当直に当たり、１０時３６分ごろ上島北東方沖において、東播磨港

沖に向けて約１０３゜に針路を転じた後、操舵スタンドに両手をつ

き、頭を垂れていたところ、居眠りに陥った。 

 船長Ｂは、ふと目を覚ましたところ、目前にＡ船の船体が迫ってい

ることに気付き、機関を中立とすると同時にＢ船の船首部がＡ船の右

舷船尾部に衝突し、続いてＣ船が、Ｂ船の左舷側を通り過ぎてＡ船の

右舷船尾部に衝突した。 

 船長Ｂは、Ｃ船をＡ船の北方に錨泊させ、えい
．．

航索を外した後、Ａ

船の右舷側に左舷着けして係留索を取り、Ａ船に移乗後、海上保安部

の聴取を受けた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り時々雨、風向 南東、風力 ５、視界 良好 

海象：下げ潮の中央期、波高 約２ｍ 

 播磨南西部には、平成２５年７月２日１６時２１分強風、波浪注意

報が発表され、本事故時も継続中であった。 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、鋼材１,１５５ｔを積載し、喫水が、船首約３.８ｍ、船尾

約７.４ｍであった。 



- 3 - 

 Ａ船は、水深約１７ｍの錨地に左舷錨を投下して錨鎖を６節まで延

ばし、船首マストに黒色の球形形象物を表示して船首を約２１０゜に

向けていた。 

 Ｂ船の喫水は、船首約１.０ｍ、船尾約２.７ｍ、Ｃ船の喫水は、船

首約２.２ｍ、船尾約２.８ｍであった。 

 Ｂ船は、主に瀬戸内海東部の諸港間において、不定期にＣ船をえい
．．

航しており、適宜、錨泊して休憩を取りながら、運航を行っていた。 

 船長Ｂは、６月３０日が休日、７月１日及び２日は半日休みであ

り、２日１８時５０分ごろに香川県坂
さか

出
いで

市坂出港を出港するまで疲労

の蓄積は感じていなかった。 

 船長Ｂは、２日１８時ごろ坂出港の出港前に作業員と共にＣ船の倉

口をシートで覆う作業を行う間、強い雨に打たれ、寒気を覚えた。ま

た、坂出港を出港後、荒天中の航行となり、３日０１時３０分ごろ姫

路市家島
いえしま

北東沖で避泊し、０５時００分ごろまで停泊当直に当たるな

どしたことから、体調が不十分であり、疲労が蓄積していると感じて

いた。 

 船長Ｂは、家島沖から姫路市姫路港に避難し、３日０７時３０分ご

ろ朝食を終え、常備していた市販の風邪薬１袋を服用した。 

 船長Ｂは、これまで幾度も市販の風邪薬を服用したことがあり、服

用後、眠気を催す虞があることを知っていた。 

 船長Ｂは、姫路港に避難中、荷主に対し、荒天のために東播磨港へ

の到着が遅れる予定である旨の連絡を行ったが、３日夕刻までには何

としても到着してほしいとの要請を受け、３日午後には荷役を開始で

きるよう、０９時３０分ごろ姫路港を出港した。 

 Ｂ船引き船列は、姫路港を出港する際、えい
．．

航索が港外で破断し、

径７５mm 長さが３５ｍのえい
．．

航索で連結し直しており、本事故発生

時、Ｂ船の船尾部からＣ船の船尾部までの長さが７７ｍとなってい

た。 

 船長Ｂは、姫路港を出港後、右舷約２０゜方向から波浪を受けなが

ら南進し、船体の動揺と緊張感から眠気を催すこともなかった。 

 船長Ｂは、上島北東沖で左に変針後、波浪を右舷正横から受けるよ

うになり、左舷船首方に貨物船２隻が錨泊中であることを認めていた

が、船体の動揺がやや収まり、もうすぐ東播磨港外に達するので緊張

感が緩み、眠気を催す間もなく居眠りに陥っていた。 

 船長Ｂは、ふだんに眠気を催した場合、椅子から立って体を動かし

たり、コーヒーを飲んだりしていた。 

（付図１ Ｂ船の推定航行経路図 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ａ船は、東播磨港南西方沖の錨地で錨泊中、停泊当直中の航海士Ａ

がＢ船引き船列の接近に気付かず、また、Ｂ船引き船列は、東播磨港

西方沖を東進中、船長Ｂが居眠りに陥ったことから、Ａ船に向けて航

行を続け、Ａ船とＢ船引き船列が衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、風邪薬を服用しており、荒天中の航行及び避泊時の停泊

当直で疲労が蓄積しており、東播磨港外付近に達して緊張感が緩んだ

ことにより、居眠りに陥った可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、東播磨港南西方沖において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船引き船

列が東進中、航海士ＡがＢ船引き船列の接近に気付かず、また、船長

Ｂが居眠りに陥ったため、Ａ船とＢ船引き船列が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・停泊当直者は、錨泊中、周囲の状況に十分に注意を払い、必要に

応じ、注意喚起信号を行うこと。 

 ・当直に就く者は、出港前に眠気を催す虞のある薬物等を服用しな

いこと。 

 ・当直に就く者は、風邪薬を服用する場合、眠気を催す虞の有無を

確認し、虞がある場合、服用後は十分に休養をとり、当直に当た

ること。 

 

付図１ Ｂ船の推定航行経路図 
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